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i n f o r m a t i o n

う
る
ま
市
学
童
水
泳
大
会
参
加
者
募
集

　

水
泳
を
と
お
し
て
健
康
な
身
体
を
つ
く
る

と
と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ
ッ
プ
を
養
い
、

夏
休
み
期
間
中
の
健
全
育
成
に
努
め
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
大
会
で
す
。

【
と　

き
】　

７
月
19
日（
日
）
午
前
９
時
集
合

【
と
こ
ろ
】
石
川
プ
ー
ル

【
対　

象
】
市
内
に
在
住
の
小
学
生

　
　
　
　

 

（
一
時
帰
郷
し
て
い
る
者
を
含
む
）

【
参
加
料
】
１
０
０
円
（
保
険
料
含
む
）

【
申
込
期
限
】
７
月
13
日
（
月
）

　
　
　
　
　

 

午
後
５
時
ま
で

【
申
込
方
法
】
社
会
体
育
課
、
各
体
育
施
設

　
　
　
　
　

  

事
務
所
窓
口
へ

社
会
体
育
課

　
９
７
３
｜
０
２
３
０

【
補
助
金
の
額
】

　

市
が
認
め
る
経
費
（
補
助
対
象
経
費
）
の

３
分
の
２
以
内
の
額
と
し
、
一
補
助
事
業
あ

た
り
50
万
円
を
限
度
と
す
る
。

【
補
助
事
業
数
】
平
成
21
年
度
の
補
助
対
象

事
業
は
１
件
と
す
る
。

【
補
助
対
象
者
】

　

市
内
中
小
事
業
者
で
、
市
内
に
主
た
る
事

業
所
及
び
工
場
を
持
ち
、
原
則
と
し
て
１
年

以
上
事
業
を
営
む
も
の
と
す
る
。

【
申
し
込
み
先
及
び
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

観
光
課
（
石
川
庁
舎
）

　
　

９
６
５
ｌ
５
６
３
４

【
募
集
期
間
】

　

６
月
１
日
（
月
）
〜
７
月
31
日
（
金
）

経
済
セ
ン
サ
ス
に
つ
い
て

　

７
月
１
日
現
在
で
「
平
成
21
年
経
済
セ
ン

サ
ス
基
礎
調
査
」
が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
す
べ
て
の
産
業
分
野

に
お
け
る
事
業
所
及
び
企
業
の
従
業
者
規
模

等
の
基
本
的
構
造
を
全
国
的
及
び
地
域
的
に

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
各
種
統
計
調
査

実
施
の
た
め
の
事
業
所
及
び
企
業
の
名
簿
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
調
査
で
す
。
う
る

ま
市
で
は
、
約
５
，
０
０
０
事
業
所
が
調
査

対
象
と
な
り
、
６
月
上
旬
よ
り
調
査
員
が
事

業
所
へ
伺
い
ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

お
知
ら
せ

う
る
ま
市
新
商
品
開
発
及
び
ブ
ラ
ン
ド

化
事
業
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　

う
る
ま
市
に
は
、
市
内
中
小
企
業
が
行
う

新
商
品
開
発
及
び
ブ
ラ
ン
ド
化
等
の
開
発
に

つ
い
て
、
開
発
研
究
意
欲
の
高
揚
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

新
商
品
や
新
技
術
の
開
発
、
商
品
高
級
化
等

に
関
す
る
技
術
研
究
を
予
定
し
て
い
る
方
々

は
、
ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
補
助
対
象
事
業
】

　

新
商
品
、
新
技
術
も
し
く
は
デ
ザ
イ
ン
等

の
研
究
開
発
事
業

観
光
課

９
６
５
｜
５
６
３
４

企
画
課

　
９
７
３
｜
５
０
０
５

合併後の地域の声を行政に反映することなどを目
的に、旧市町の区域ごとに「地域審議会」を設置
しています。この度、第２期地域審議会を新たに
設置することになり、地域審議会の委員として 20
歳以上の市民を対象に、次のとおり「公募委員」
を若干名募集いたします。

【地域審議会の概要】
　地域審議会は、合併前の４市町の協議及び議会
の議決により、合併関係市町の区域（旧具志川市・
旧石川市・旧勝連町・旧与那城町）を単位とする
新市の「附属機関」で、設置する審議会は、「具志
川地区地域審議会」「石川地区地域審議会」「勝連
地区地域審議会」「与那城地区地域審議会」の４
つの審議会です。
　各審議会とも定数 1５名以内で、公共的団体等
を代表する委員、学識経験を有する委員、公募に
より選任される委員で構成されます。
【地域審議会の役割】
　年間に数回開催する審議会に出席し、合併時に
策定した『新市建設計画』に関する、それぞれの
地域に係る次の事項について審議等を行います。
q市長の諮問に応じて、新市建設計画の変更や執

行状況について審議・答申します。
wその他、必要と認める事項について審議し、市

長に意見を述べることができます。

【募集人数】各地域審議会ごとに若干名
【任　　期】２年
【応募資格】
aうるま市に住所を有し、募集時に 20歳以上の方。
（住所を有する区域の委員への応募となります）

s特定の意見に偏らず、市民の視点から客観的・
公平的な審議ができる方。

d年数回開催する、平日の会議に出席できる方。
fうるま市議会議員、うるま市職員以外の方。

【募集期間】平成 21年 6月 1日（月）〜 6月 30日（火）
　　　　　 （郵送の場合は、当日消印まで有効）

【応募方法】専用の「応募用紙」に必要事項を記入
　　　　  して、郵送か持参してください。

※応募用紙は、ホームページからダウンロードで
きます。

【選　　考】提出された応募用紙により審査の上       
　　　　  決定し、本人へ通知いたします。

【お問合わせ先】企画部 まちづくり課（企画開発係）
　〒 904-2292　うるま市みどり町一丁目１番１号
　Tel：973-5029　 Fax：973-9819
　メール：machizukuri-ka@city.uruma.lg.jp

※詳細については、まちづくり課までご連絡ください。

第２期うるま市地域審議会の
「公募委員」を募集します。


